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１ 労働災害発生状況等



全産業における死傷者数の推移
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業種別労働災害発生状況 H27～R6
（死亡災害・休業4日以上の死傷災害）
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建設業における死傷者数の推移
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全産業（死傷）
135,718人

建設業（死傷）
13,849人

全産業（死亡）
746人

建設業（死亡）
232人

【令和６年】
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建設業における死傷者等の型別発生状況

【令和６年 型別労働災害発生状況】
・事故の型別では、件数の多い順に、「墜落・転
落」が188人（前年比16人・7.8％減）、「交通事
故（道路）」が123人（同25人・16.9％減）、
「はさまれ・巻き込まれ」が110人（同２人・
1.9％増）となった。
建設業においても「墜落・転倒」が最も多く、

77人33.2％となった。

【対策】
・「墜落・転落」による労働災害を防止するため、
令和６年４月に全面施行された一側足場の使用範
囲の明確化や足場の点検者の指名の義務化等を内
容とする改正労働安全衛生規則を含め、墜落・転
落災害防止に係る労働安全衛生規則の遵守の徹底
を図る。
・フルハーネス型墜落制止用器具の適切な使用の
徹底を図る。



◆林業労働災害の発生率

足場の悪い山の中で、チェーンソー等を用いて、重量物である立木を伐倒する林業
は、労働災害の発生率が高くなっています。1年間の労働者1000人当たりに発生した
死傷者数の割合を示す「年千人率」は、全産業の中で最も高い状況です。

7資料：「労働者死傷病年千人率」

死傷千人率産業別推移



注） 合計件数の（ ）は中部局の発生件数

労働安全の確保（国有林 重大災害 Ｈ２８～Ｒ７）
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Ｒ７ 林野庁 請負事業体等の重大災害の発生状況



Ｒ７ 林野庁 請負事業体等の重大災害の発生状況
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林野庁重大災害 伐倒作業（九州局 大隅署 R７-１）
被災者は傾斜約30 度の箇所で、ヒノキ立木Ａを伐倒し、次にヒノキ立木Ｂを伐倒したところ、

隣接し上方でつるがらみになっていたヒノキ立木Ｃがヒノキ立木Ｂに引っ張られて根元から
倒れ、ヒノキ立木Ｃの根元から1.2m 付近が被災者の腰付近に覆いかぶさるような状態とな
り受災したものと推定される。 （死因：挫滅症候群）
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林野庁重大災害 掘削土砂の移動作業（四国局 高知中部署 R７-２）
被災者は、災害により崩壊した林道復旧工事のため、バックホウを用い掘削土砂の移動

作業を行っていたところ、地山と既設ブロック擁壁が下方に動き出したことにより、運転して
いたバックホウが谷側斜面に横転し、横転したバックホウのアームと地山斜面に下半身を
挟まれたことにより受災したものと推定される。

（死因：第２胸椎同脊髄切断によるショック）
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林野庁重大災害 崩土除去作業（中部局 岐阜署 R７-３）
被災者は、ホイールローダーの回送中、路面に残った崩土を路肩に寄せた後、ホイール

ローダーをバックさせた際に操縦を誤り、路肩からホイールローダーと共に転落したと推定
される。（ホイールローダーは、シートベルトが装備されていないものであり、被災者は、転
落の衝撃によってホイールローダーから投げ出され受災したと推定される。）

（死因：外傷性血気胸）

【断面図】

13



林野庁重大災害 下刈作業（東北局 米代東部署 R７-４）
被災者は、下刈作業において、斜面上方へ移動するため、傾斜約42度の斜面上部へ手を

かけ登ろうとしたところ、何らかの理由によりバランスを崩し、仰向け状態で回転しながら滑
落したことにより受災したと推定される。

（死因：頭部外傷による脳挫傷）
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林野庁重大災害 運材作業（東北局 宮城北部署 R７-５）
被災者は、フォワーダで材を搬出するため、森林作業道を走行中にスイッチバック箇所で

方向転換しようとした際、何らかの原因により操作を誤り、後進し森林作業道から谷に転落
した後、斜面に激突しキャビン部分が押し潰され受災したものと推定される。

（死因：多発外傷）
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林野庁重大災害 集材作業（東北局 岩手南部署 R７- 号外）
被災者（事業主）は、バケット付き木材グラップル機（以下「重機」）により、森林作業道の法

頭付近にあった伐倒木のスギを掴んで森林作業道の方へ引き出そうとした際、何らかの理
由により突然スギが重機に向かって滑落し、キャビンのブーム側からスギの梢端部が進入
した。このスギの梢端部をキャビンから出そうと、キャビンから右前方へ体を乗り出した際、
体が操作レバーに触れブームが降下し、体の肩から上部がキャビンとブームシリンダーの
間に挟まれたことにより受災したと推定される。

（死因：胸郭運動障害による窒息）
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林野庁重大災害 伐倒作業（東北局 岩手北部署 R７-６） 被災者は、伐倒作業の際、伐
倒木（シナノキ）を伐倒したところ、隣接木（ホウノキ）がつるがらみのために引っ張られて折損
し、被災者の頭に当たり受災したものと推定される。

（死因：外傷性くも膜下出血）
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署別請負災害発生状況
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労働安全の確保（中部局 休業４日以上 Ｈ２８～Ｒ７）

注） 合計件数の（ ）は中部局管内の重大災害の発生件数
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治山
26%

治山（造林）
3%

造林
12%

造林（生産）
19%

生産
25%

立木販売
12%

林道
3%

（事業別）

労働安全の確保（中部局 休業４日以上 Ｈ２８～Ｒ７）
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６５件

伐倒
31%

枝払
6%造材

2%
集材
12%架設撤去等

6%

林内運搬
3%

支障木処理
3%

地拵
3%

下刈
2%

除草
0%

玉掛
3%

山腹工
8%

資材片付等
6%

重機運転
6%

クレーン作業
2%

歩道整備
3%

歩行
3%

休憩所作設
2%

（作業別）

６５件



Ｒ７ 中部局 請負事業体等における
休業４日以上の災害の発生状況
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Ｒ７ 中部局 請負事業体等における
休業４日以上の災害の発生状況



（中部局 R７-１） 支障木伐倒補助作業
法面（傾斜約40度）で電動チェーンソーにより小径木（１㎝程度の雑木）の刈払いを行って

いたところ、足を滑らせ転倒し、その際に左手が前ハンドルから離れてしまい、ソーチェーン
が左前腕上部に当たり受災した。 （左前腕伸筋群断絶）

（中部局 R７-１） 支障木伐倒補助作業
法面（傾斜約40度）で電動チェーンソーにより小径木（１㎝程度の雑木）の刈払いを行って

いたところ、足を滑らせ転倒し、その際に左手が前ハンドルから離れてしまい、ソーチェーン
が左前腕上部に当たり受災した。 （左前腕伸筋群断絶）

被災者が刈払いをしてい
た小径木

被災者の転倒箇所
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（中部局 R７-２） ホイールローダーによる崩土除去作業
被災者は、回送中、路面に残った崩土を路肩に寄せた後、ホイールローダーをバックさせ

た際に操縦を誤り、路肩からホイールローダーと共に転落したと推定される。
（ホイールローダーは、シートベルトが装備されていないものであり、被災者は、転落の衝撃
によってホイールローダーから投げ出され受災したと推定される。） （死因：外傷性血気胸）

（中部局 R７-２） ホイールローダーによる崩土除去作業
被災者は、回送中、路面に残った崩土を路肩に寄せた後、ホイールローダーをバックさせ

た際に操縦を誤り、路肩からホイールローダーと共に転落したと推定される。
（ホイールローダーは、シートベルトが装備されていないものであり、被災者は、転落の衝撃
によってホイールローダーから投げ出され受災したと推定される。） （死因：外傷性血気胸）

【断面図】
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（中部局 R７-３） 看板設置作業
被災者はゴミの分別看板を設置する為、ガードレールの内側から設置方向に入ろうとした

が、障害となる物があった為に断念し、ゴミ集積場を回り込みガードレール外側へ出て設置
作業を開始したところ、誤って林道路肩（ブロック積擁壁）から足を滑らせ、尻もちを突く形で
約２ｍ落下し当たり受災した。 （腰椎圧迫骨折・左肩亀裂骨折）

（中部局 R７-３） 看板設置作業
被災者はゴミの分別看板を設置する為、ガードレールの内側から設置方向に入ろうとした

が、障害となる物があった為に断念し、ゴミ集積場を回り込みガードレール外側へ出て設置
作業を開始したところ、誤って林道路肩（ブロック積擁壁）から足を滑らせ、尻もちを突く形で
約２ｍ落下し当たり受災した。 （腰椎圧迫骨折・左肩亀裂骨折）
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（中部局 R７-４） フォワーダの操作説明
被災者はフォワーダの運転席後方のグラップル部の説明を聞くためキャビンから降りよう

と、両手で手すりをつかみ、左足をステップ（地上から約80cm）にかけたところ、ステップにか
けていた左足が滑り、驚いた拍子に手すりから両手を離してしまい、腰から地面に落下して
受災した。 （腰椎圧迫骨折）

（中部局 R７-４） フォワーダの操作説明
被災者はフォワーダの運転席後方のグラップル部の説明を聞くためキャビンから降りよう

と、両手で手すりをつかみ、左足をステップ（地上から約80cm）にかけたところ、ステップにか
けていた左足が滑り、驚いた拍子に手すりから両手を離してしまい、腰から地面に落下して
受災した。 （腰椎圧迫骨折）

フォワーダから降りる際にステップにかけた左足が滑り、
（驚いて両手を離してしまった）

80ｃｍ

尻もちをつく状態で地面へ落下し、受災した。
（落下位置は推定）
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（中部局 R７-５） 歩道整備（刈払作業）
被災者は歩道整備のため歩道から山側の斜面を刈払作業中、左足を後方に下げた際に、

幅員90 ㎝の歩道の路肩から足を踏み外し、刈払い機を持った状態のまま谷側へ約1.2ｍ滑
落し受災した。 （右足後十字靭帯付着部剥離骨折）

（中部局 R７-５） 歩道整備（刈払作業）
被災者は歩道整備のため歩道から山側の斜面を刈払作業中、左足を後方に下げた際に、

幅員90 ㎝の歩道の路肩から足を踏み外し、刈払い機を持った状態のまま谷側へ約1.2ｍ滑
落し受災した。 （右足後十字靭帯付着部剥離骨折）
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（中部局 R７-６） 伐倒作業
被災者は伐採したカラマツＡが、隣接していたカラマツＢにかかり木状態となったが、状況

を確認し、「あとで重機で対処しよう」と判断、カラマツＡ（かかり木）から目を離し次の伐採対
象木に向かって移動しかけたところ、かかり木のカラマツＡが被災者の方へ倒れ、被災者の
腰に当たり受災した。 （腰椎破裂骨折）

（中部局 R７-６） 伐倒作業
被災者は伐採したカラマツＡが、隣接していたカラマツＢにかかり木状態となったが、状況

を確認し、「あとで重機で対処しよう」と判断、カラマツＡ（かかり木）から目を離し次の伐採対
象木に向かって移動しかけたところ、かかり木のカラマツＡが被災者の方へ倒れ、被災者の
腰に当たり受災した。 （腰椎破裂骨折）



Ｒ７ 中部局 請負事業体等における
休業４日未満・事業主の災害の発生状況
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Ｒ７ 中部局 請負事業体等における
休業４日未満・事業主の災害の発生状況



Ｒ７ 中部局管内における労働災害の発生状況について

・ 令和７年度の中部森林管理局における休業４日以上の労働災害は、現時点で岐阜署で発生した重大災害を含
め６件、休業４日未満外の労働災害も８件と、計１４件の労働災害が発生しています。

特徴としては、治山・林業事業箇所での労働災害が６件と多く、重大災害も林道事業で発生しています。

また、立木販売箇所での労働災害も４件と相変わらず多発傾向にあります。

・ 「ハインリッヒの法則」では、「1つの重大事故の背後には29の軽微な事故があり、その背景には300の異常（ヒ
ヤリ・ハット）が存在する」とされていますが、昨年度の発生状況をあてはめれば、一つの重大事故（＝重大災害）
の背後には２９の軽微な事故（＝休業４日以上・４日未満外の災害）、さらにその背景に３００の異常（＝多くのヒ
ヤリハット）があるということになります。

・ 法則から得られる教訓は、重大事故は軽微な事故を防いでいれば起きないし、この軽微な事故もヒヤリ・ハット
を防いでいれば起きないということであり、常日頃からKY等を通じて一人一人が安全への意識を高めておくこと
が重要です。

（１）総論

○ 事業別発生状況
○ハインリッヒの法則

ヒヤリハットを防げば、軽微な事故の発
生にはつながらず、その先にある１件の
重大な事故も未然に防ぐことができる。
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造林（１件）

16%

造林（生産:１件）

17%

治山（２件）

33%

林道（１件）

17%

立販（１件）

17%

休業４日以上の事業別件数割合

６件

造林（生産:１件）

12%

生産（１件）

12%

治山（２件）

25%林道（１件）

13%

立販（３件）

38%

休業４日未満外の事業別件数割合

８件



伐倒（１件）

12%

枝払（２件）

25%

架線作設

（１件）

12%伐倒補助（１件）

12%

資材撤去（１件）

13%

現地確認（１

件）…

大型土のう作成（１件）

13%

休業４日未満外の作業別件数割合

○どのような作業中に災害が発生しているか整理してみると、

・ 休業４日以上（６件）では、副作業（ゴミ集積所の看板設置、フォワーダの操縦説明）で２件、崩土
除去（重大災害）・支障木処理・歩道整備・伐倒作業で各１件発生している。

・ 休業４日未満外（８件）では、枝払い作業中に２件発生しており、その他は伐倒作業・伐倒補助・現
地確認・資材撤去・架線作設・大型土のう作成時に発生している。

・ 全体では、特定の作業に限っての災害発生は無いが、本作業ではない副作業や現地確認などで
の災害が目立っている。

（２）作業別にみた災害の発生状況

○ 作業別にみた災害発生状況
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８件

伐倒（１件）

16%

歩道整備（１件）

17%

支障木処理（１件）

17%

崩土除去（１件）

17%

副作業（２件）

33%

休業４日以上の作業別件数割合

６件



○災害が発生した要因別で整理してみると、

・ 休業４日以上では、転落（人）の災害が３件（林道から、フォワーダ運転席から、歩道から）と最も多く、
その他は転落（重機・重大災害）・切創（物が人に）・衝突（物が人に）が各１件となっている。

・ 休業４日未満外でも、転落（人）３件と多く、次いで衝突等（物が人に）２件、その他は転倒（人）、切創
（物が人に）、はさまれ（物に人が）が各１件となっている。

・ 全体では、転落（人）・転倒（人）で７件の労働災害が発生しており、注意が必要である。

・ 特異な災害としては、路肩から転落した際に笹が深く、方向を見失い、翌日、ヘリコプターに救助され
る災害が発生している（休業４日未満、擦り傷・低体温症）。

（３）要因別にみた災害発生状況
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転落(人)（３件）

50%

切創(物が人に)（１件）

16%

衝突等(物が人に)（１件）

17%
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休業４日以上の災害形態別件数割合

６件
転落(人)（３件）

37%

切創(物が人に)（１件）

12%

衝突等(物が人に)（２件）

25%

はさまれ(物に人が)（１件）

13%

転倒(人)（１件）

13%

休業４日未満外の災害形態別件数割合

８件



○４日以上（６件）及び４日未満外（８件）の計１４件の発生状況について、受傷者本人に着目してみ
ると、

・ 経験年数の１０年未満の方の受災は８件で５７％を占める。１５年未満では、１１件で７９％となる。

（最も経験の浅かったのは３ヶ月、１年未満の方は４名。）

・ 年代別にみると５０代以上が７件で５０％を占めている。

（４）受傷者に着目した発生状況

８件・５７％ ７件・５０％
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○４日以上（６件）及び４日未満外（８件）の計１４件の災害の発生した月別に着目すると、１月・２月
は無災害であつたものの、それ以外の月は、毎月１・２件の災害が発生している。

〇署別については、富山署・中信署・南信署・愛知所で無災害。

（５）発生月別・署別にみた災害発生状況
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（１）崩土除去作業による災害への対応

① 被災者は、ホイールローダーにより林道路面に残った崩土除去中に、ホイールローダーをバックさせた際、路
肩からホイールローダーと共に転落し、転落の衝撃によってホイールローダーから投げ出され受災したと推定。

→（死因：外傷性血気胸） 中部２号

【① 崩土除去作業の注意点】

・ 路肩、傾斜地等であって、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所に
おいては誘導者を配置し、誘導させるほか、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両
系建設機械を使用しないように努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければなりませ
ん。

① 被災者は伐採したカラマツＡが、隣接していたカラマツＢにかかり木状態となったが、状況を確認し、「あとで重
機で対処しよう」と判断、カラマツＡ（かかり木）から目を離し次の伐採対象木に向かって移動しかけたところ、かか
り木のカラマツＡが被災者の方へ倒れ、被災者の腰に当たり受災。

→（腰椎破裂骨折） 中部６号

【① かかり木処理の注意点】

・ まずは、かかり木を発生させないことが重要です。伐倒木と隣接木の状況確認、適切な伐倒方向の選定、正し
い手順による作業を遵守してください。かかり木になってしまった場合は、いつ落下するのか予測が困難なことか
ら、早期の処理が必要です。処理に当たっては、危険の生じない位置からかかり具合をよく観察してから、安全な
作業方法により実行してください。

令和７年度の災害の特徴を踏まえた再発防止対策について

（２）伐倒作業による災害への対応（かかり木）
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（４）車両系木材伐出機械による搬出作業の災害への対応

① 被災者はフォワーダの運転席後方のグラップル部の説明を聞くため、被災者はキャビンから降りようと、両手
で手すりをつかみ、左足をステップにかけたところ、ステップにかけていた左足が滑り、驚いた拍子に手すりから
両手を離してしまい、腰から地面に落下して受災。

→（腰椎圧迫骨折） 中部４号

【① 車両系木材伐出機械作業の注意点】

・ 車両系木材伐出機械の乗降や移動にあたっては、手すりやステップを必ず使用するともに、泥の付着等により
滑りやすくなっている場合があるので常に足元の確認・確保に十分注意する必要があります。
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【① 歩道整備作業の注意点】

・ 林内での作業や移動に当たっては、滑り止めのスパイクのある地下足袋などの履物を着用するとともに、地面
や地被物が濡れている時は特に滑りやすいので、足元の確認・確保に十分注意する必要があります。

① 被災者は歩道整備のため歩道から山側の斜面を刈払作業中、左足を後方に下げた際に、幅員90 ㎝の歩道
の路肩から足を踏み外し、刈払い機を持った状態のまま谷側へ約1.2ｍ滑落し受災。

→（右足後十字靭帯付着部剥離骨折） 中部５号

（３）歩道整備作業の災害への対応



【② 看板設置作業の注意点】

・ 看板設置に当たっては、転落などの危険のないガードレールの内側で、後々の事業に支障とならない箇所で、
できるだけ林道の路肩やガードレールから一定程度距離のある、より安全な位置に看板を設置する。

② 被災者は、林道のガードレール側に設けた屋根付きゴミの集積所（単管を使った仮設物）のゴミの分別を促す
ためのゴミ分別看板を設置するため、ガードレール外側から作業していたところ、誤って林道法面（ブロック積擁
壁）から転落し受災。 →（腰椎圧迫骨折） 中部３
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【① 支障木処理の注意点】

・ チェーンソー作業に当たっては、足場をしっかり確保しバランスのよい姿勢で行うとともに、傾斜地ではスリップ
しないよう足場の確保が重要。また、チェーンソーを肩より高く上げて作業することが無いように注意が必要です。

① 被災者は、復旧治山工事箇所において、小径木を電動チェーンソーで刈払う作業中、傾斜地で足を滑らせ転
倒した際に左手がチェーンソーから離れ、チェーンソーの刃が回転しているところに左前腕上部が当り受災。

→（左前腕伸筋群断絶） 中部１号

（５）治山事業の災害への対応
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２ 国有林の労働災害への対応
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http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/
ホーム > 森林管理局へようこそ > お知らせ

（災害発生報告用紙を含む）

類似災害防止等を目的にＨＰで情報共有
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・国有林では、請負事業の発注者又は立木販売の契約者として、様々な機会を捉え、事業主に対し
労働安全衛生の確保を要請するとともに、指導監督機関とも連携しながら現場巡視等を実施。

労働者

労働者の安全を確保する
のは事業主の責務

雇用

国有林野事業

発注・契約

林業事業体等の事業主

（事業実行主体）

森林管理局・署等

（発注者・契約者）

労働基準監督署

指導・監督

連携

◯ 請負事業

素材生産、造林

◯ 立木販売

国有林野事業の請負事業等における労働安全の確保
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災害が発生したら速やかに報告しましょう

１ 請負事業
・素材生産（素材運搬請負（公道上）除く）
・造林
・林道
・治山（民有林直轄治山事業含む）
・上記以外の請負事業

２ 立木販売（主産物のうち立木の伐採、搬出）

局から林野庁まで報告
重大な災害
・死亡災害
・障害の等級区分１～3級
・同一災害で３名以上被災
・第三者を死傷させた事故

重大災害（局対策本部設置）
休業４日以上

発注者に報告
局で類似災害防止
の対策等を検討して
、各署等へ通知

43



⇨局への報告⇨局では、右表に
よりわかる範囲で聞き取る

窓口：企画官（間伐推進）

請負事業体等からの第１報
災害が発生した場合は、災害の大小
を問わず速やかに報告するよう要請

当日は被災者の症状等を第
一に情報収集

基本的に発注者として作業中
止をすることはできないが、類
似災害防止の観点から、翌日
の作業開始前に対策等を検討
・指示して開始するよう指示
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災害発生報告書
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１，伐倒作業

①かかり木処理の禁止事項を行わない

②伐倒前に必ず合図を行い、他の労働者がいないことを確認した後に伐倒する

③立入禁止区域内での接近作業を行わない

④追い口が浮き始めたら、ただちに定めた場所に完全退避する

⑤キックバック等、チェンソーの反発力に注意する

目標：重大災害の撲滅・休業４日以上１０件未満

２，重機作業

①運行経路を事前に確認する

②危険が予測される箇所では誘導者を配置する

③シートベルトの着用に努める

３，架線集材・索道作業

①作業索の内角等、危険箇所に立ち入って集材作業等を行わない

②荷掛（玉掛）後は、完全退避をした後に合図等を行う

４，車両の運行

①車両を停車させた場合は、逸走防止措置を必ず行う

令和８年度 請負事業等 労働災害防止重点注意事項
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２ 類 似 災 害 を

３ 災 害 の 連 鎖 を

１ 重 大 災 害 を

労働災害の

４あせりと手抜きを

５法令等の違反を

山

中部森林管理局
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